
泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この告示は、泉崎村内の空き家の利活用と移住・定住を促進するため、空き
家の改修等に要する費用に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、
泉崎村補助金等の交付等に関する規則（平成６年泉崎村規則第８号、以下「規則」
という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。
(１)　空き家　村内に存する戸建住宅（住宅の用に供する部分の床面積が述べ面積
の２分の１以上の併用住宅を含む。以下同じ。）で、３ヶ月以上居住の実態がな
いものをいう。ただし、地方公共団体が所有又は管理するものを除く。
(２)　定住　本事業により改修する住宅又は除却後に新築する住宅において、定住
開始日から起算して、村内に５年以上生活の本拠を置くことをいう。
(３)　移住者　福島県外から本村へ住民票を異動し、生活しようとする者をいう。
なお、補助金交付申請（以下「交付申請」という。）の日から遡って、原則２年
以内に福島県外から本村へ住民票を異動した者を含む。ただし、補助を受けよう
とする空き家に居住している者を除く。
(４)　子育て世帯　交付申請時において、18歳以下（18歳に達した日以後の最初の
４月１日を経過した者を除く。）の就労していない子ども（補助金申請時におい
て妊娠中の子も含む。）がいる世帯をいう。
(５)　新婚世帯　交付申請時において、婚姻の届出から５年以内で夫婦のいずれか
が39歳以下の世帯をいう。
(６)　既空き家居住者　交付申請時において、補助を受けようとする空き家（交付
申請日の属する年度の前年度の４月１日以降に購入又は賃借したものに限る。）
に居住している移住者、子育て世帯、新婚世帯に該当する者をいう。
（補助対象者）
第３条　補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、
別表第１又は別表第２に定める事業種別に応じ、それぞれ同表に定めるものとす
る。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としな
い。
(１)　補助対象者又は同一世帯の者が、泉崎村暴力団排除条例（平成24年泉崎村条
例第14号）第２条第１項第２号に規定する暴力団員でない者
(２)　既にこの要綱による補助を受けたことがある者
(３)　村税等の滞納がある者
（補助の対象及び額）
第４条　補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表第１又は
別表第２に定める事業種別に応じ、それぞれ同表に定めるものとする。



２　補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は別表第１又は
別表第２に定める事業種別に応じ、同表に定める経費とする。ただし、国又は地方
公共団体による他の補助金等の交付を受けている場合は、その交付を受けた補助対
象経費を除くものとする。
３　補助金の額は、別表第１又は別表第２に定める事業種別に応じ、同表に定めるも
のとする。
４　前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当
該端数を切り捨てるものとする。
（補助金の交付申請）
第５条　補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、泉崎村空き家改修・
除却等支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に別表第３に掲げる書類を添え
て、村長に提出しなければならない。
（補助金の交付決定）
第６条　村長は、補助金の交付を決定したときは、泉崎村空き家改修・除却等支援事
業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により補助対象者に通知するも
のとする。
２　村長は、補助金の交付の決定にあたり必要な条件を付すことができる。
（申請内容等の変更）
第７条　補助対象者は、事業内容を変更しようとするときは、泉崎村空き家改修・除
却等支援事業補助金変更交付申請書（様式第３号）を村長に提出し、承認を受けな
ければならない。ただし、事業内容の変更が次のいずれかに該当する場合は、不要
とする。
(１)　６カ月未満の事業完了予定日の延長（交付申請を行う日の属する年度に限
る。）
(２)　その他村長が認める変更
２　補助対象者は、事業の中止又は廃止をしようとするときは、泉崎村空き家改修・
除却等支援事業補助金中止（廃止）承認申請書（様式第４号）を村長に提出し、承
認を受けなければならない。
（交付申請の取下げ）
第８条　補助対象者は、第６条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件
に不服があるときは、交付申請を取下げることができる。
２　前項の取下げを行うときは、第６条による補助金交付決定通知の受理した日から
起算して15日を経過した日までに、泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金取下
げ申請書（様式第５号）を村長に提出するものとする。
３　補助対象者は、交付申請を行った日の属する年度内に事業が完了しない場合又は
実施が困難となった場合は、泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金年度終了実
績報告書（様式第６号）を村長に提出しなければならない。
（実績報告）
第９条　補助対象者は、補助対象事業の完了日から起算して14日を経過した日、又は
補助金の交付決定を受けた日の属する年度の３月31日のいずれか早い日までに、泉



崎村空き家改修・除却等支援事業補助金　（様式第７号）に別表第４に掲げる書類
を添えて、村長に提出しなければならない。
（補助金の額の確定）
第10条　村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類の
審査及び必要に応じて現地確認の上、補助金の額を確定し、泉崎村空き家改修・除
却等支援事業補助金交付確定通知書（様式第８号）により補助対象者に通知するも
のとする。ただし、補助金の確定額が決定額と同額の場合は、通知を省略すること
ができる。
（補助金の交付請求）
第11条　前条の規定による通知を受けた補助対象者は、泉崎村空き家改修・除却等支
援事業補助金交付請求書（様式第９号）を村長に提出しなければならない。
（交付決定の取消し及び返還）
第12条　村長は、補助対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助交付決
定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命
ずることができる。
(１)　虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとし
た場合
(２)　規則又はこの要綱並びに関係法令に違反する行為があった場合
(３)　本事業により改修する住宅又は除却後に新築する住宅において、定住開始日
から起算して５年未満で、当該住宅に定住する要件を満たさなくなった場合

２　村長は、前項の取消しを決定したときは、泉崎村空き家改修・除却等支援事業補
助金交付取消通知書（様式第10号）により補助対象者に通知するものとする。
（その他）
第13条　この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附　則
この告示は、令和８年４月１日から施行する。



別表第１　空き家の改修等（第３条、第４条関係）





別表第２　空き家の除却等（第３条、第４条関係）



別表第３　補助金申請書の添付書類（第５条関係）

別表第４　完了実績報告書の添付書類（第９条関係）



様式第１号（第５条関係）



様式第２号（第６条関係）



様式第３号（第７条関係）



様式第４号（第７条関係）



様式第５号（第８条関係）



様式第６号（第８条関係）



様式第７号（第９条関係）



様式第８号（第10条関係）



様式第９号（第11条関係）



様式第10号（第12条関係）



様式第11号（別表第３関係）





様式第12号（別表第３関係）



様式第13号（別表第３関係）


